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津別町が本年度に発注することが見込まれている建設工事について、「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」第７条および同施行令第５条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

平成19年４月5日　　　　　　 問い合わせ先　役場管理係　†７６－２１５１内線２５０・２５２

平成19年度建設工事等の発注見通しに関する公表
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７月１日から保育料
が変わります！

※この表の第２階層から第７階層の月額保育料欄の（ ）内の金額は、当該階層に属する世帯から

2人以上の児童が入所している場合における、その2人目以上の児童に適用する月額保育料とする。

※定義のうち、町民税課税世帯に係る前年度分は、4月から6月分に適用し、当該年度分は7月分以

降の月額保育料に適用する。また、所得税課税世帯に係る月額保育料は、4月から6月分は前々年

分の、7月分以降は前年分の所得税課税額を適用する。

■保育料の改定

左表のとおり保育料が変わります

■延長保育時間の変更

変更前　7：00 ～ 8：00

15：30 ～17：30

変更後 7：30 ～ 8：00

15：30～18：00

■休業日の追加

q 3月29日～3月31日

w 国民の祝日や日曜日に保育

所行事を行った場合の翌日

e その他町長が認めた日

■入所基準（年齢判定基準日）

２歳未満は、入所承認日におい

て生後６カ月とする

■問い合わせ先　役場福祉係

† 76－2151内線299

新 月 額 保 育 料（７月1日から適用されます）


